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千葉市クリーニング業法施行細則（昭和６３年千葉市規則第２５号）新旧対照表 

改正前 改正後 

  

第１条～第３条（略） 第１条～第３条（略） 

  

（承継届） （承継届） 

（新設） 第４条 施行規則第２条の２第１項に規定する届出書は、クリーニ

ング業営業者承継届（譲渡）（様式第４号の３）によるものとする。 

第４条 施行規則第２条の２第１項に規定する届出書は、クリーニ

ング業営業者承継届（相続）（様式第５号）によるものとする。 

２ 施行規則第２条の３第１項に規定する届出書は、クリーニング

業営業者承継届（相続）（様式第５号）によるものとする。 

２ 施行規則第２条の３第１項に規定する届出書は、クリーニング

業営業者承継届（合併）（様式第６号）によるものとする。 

３ 施行規則第２条の４第１項に規定する届出書は、クリーニング

業営業者承継届（合併）（様式第６号）によるものとする。 

３ 施行規則第２条の４第１項に規定する届出書は、クリーニング

業営業者承継届（分割）（様式第７号）によるものとする。 

４ 施行規則第２条の５第１項に規定する届出書は、クリーニング

業営業者承継届（分割）（様式第７号）によるものとする。 

４ クリーニング所を開設している場合は、前３項の届出書に確認

証を添付するものとする。 

５ クリーニング所を開設している場合は、前各項の届出書に確認

証を添付するものとする。 

  

（確認証の書換え交付） （確認証の書換え交付） 

第５条 市長は、第２条第３項後段及び前条第４項の規定により確

認証の提出を受けたときは、それを提出した者に確認証を書き換

えて交付するものとする。 

第５条 市長は、第２条第３項後段及び前条第５項の規定により確

認証の提出を受けたときは、それを提出した者に確認証を書き換

えて交付するものとする。 

  

第６条・第７条（略） 第６条・第７条（略） 

  

附 則（略） 附 則（略） 
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改正前 改正後 

様式第１号（表） 様式第１号（表） 

  



3/8 

改正前 改正後 

様式第１号（裏） 様式第１号（裏） 
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改正前 改正後 

様式第１号の２（表） 様式第１号の２（表） 
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改正前 改正後 

様式第１号の２（裏） 様式第１号の２（裏） 

 

 

様式第２号（表）（略） 様式第２号（表）（略） 
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改正前 改正後 

様式第２号（裏） 様式第２号（裏） 

 

 
  

様式第２号の２（表）（略） 様式第２号の２（表）（略） 

  

様式第２号の２（裏） 様式第２号の２（裏） 

 

 
  

様式第３号～様式第４号の２（略） 様式第３号～様式第４号の２（略） 
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改正前 改正後 

（新設） 様式第４号の３（表） 
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改正前 改正後 

（新設） 様式第４号の３（裏） 

 

 
  

様式第５号～様式第８号（略） 様式第５号～様式第８号（略） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 


